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河合吾郎
かわい・ごろう●河合医療福祉法務事務所。
2001年、社会福祉法人聖隷福祉事業団
聖隷浜松病院に入職。医事課、経理課な
どを経験し、11年に開業。さまざまな角度か
ら医療機関の運営支援を行い、地域医療
の発展に貢献することを目指す。行政書士、
社会福祉士、医療経営士３級

　テーマ▶▶健康保険法

介護との連携に必須な
介護保険法の知識

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ

医
療
・
介
護
の
連
携
が
重
要
性
を
増
し

て
い
ま
す
。
在
宅
医
療
に
取
り
組
む
う
え

で
は
直
接
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
な
く

て
も
、
介
護
保
険
の
概
要
は
押
さ
え
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、

介
護
保
険
法
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

（
１
）保
険
者
・
被
保
険
者

保
険
者
は
原
則
と
し
て
市
町
村
お
よ
び

特
別
区
で
す
が
、
広
域
連
合
や
一
部
事
務

組
合
で
運
営
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す

る
65
歳
以
上
の
者
を
第
１
号
被
保
険
者
と

い
い
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
医
療
保
険

加
入
者
を
第
２
号
被
保
険
者
と
い
い
ま
す
。

（
２
）介
護
認
定
ま
で
の
流
れ

健
康
保
険
が
被
保
険
者
証
を
持
参
し
て

医
療
機
関
で
受
診
す
る
だ
け
で
保
険
給
付

を
受
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
介
護
保
険
は

要
介
護
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
受
給
で
き

ま
せ
ん
。
介
護
保
険
法
で
は
、
日
常
生
活

に
お
い
て
介
護
を
必
要
と
す
る「
要
介
護

認
定
」と
、
日
常
生
活
に
見
守
り
や
支
援

を
必
要
と
す
る「
要
支
援
認
定
」の
２
種
類

が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

申
請
手
順
は
、
①
市
区
町
村
の
窓
口
で

の
申
請
↓
②
市
区
町
村
の
職
員
な
ど
が
訪

問
し
、
聞
き
取
り
調
査（
認
定
調
査
）↓
③

市
区
町
村
か
ら
の
依
頼
で
、
医
師
が
心
身

の
状
況
に
つ
い
て
主
治
医
意
見
書
を
作
成

―
―
と
い
っ
た
流
れ
で
す
。
そ
の
後
、
認

定
調
査
結
果
や
主
治
医
意
見
書
に
基
づ
く

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
一
次
判
定
、
一
次

判
定
結
果
や
主
治
医
意
見
書
に
基
づ
く
介

護
認
定
審
査
会
で
の
二
次
判
定
を
経
て
、

市
区
町
村
が
要
介
護
度
を
決
定
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
に
は
、「
要
支
援
１・

２
」の
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計
画
書
で
は
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

相
談
、「
要
介
護
１
」以

上
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
計

画
書
は
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
の
い
る
居
宅
介

護
支
援
事
業
者（
ケ
ア

プ
ラ
ン
作
成
事
業
者
）

に
依
頼
を
し
ま
す
。
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
ど

の
サ
ー
ビ
ス
を
ど
う
利

用
す
る
か
、
本
人
や
家

族
の
希
望
、
心
身
の
状

態
を
充
分
考
慮
し
て
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書

を
作
成
し
ま
す
。

（
３
）介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
は
多
岐
に
わ
た

り
ま
す（
図
）。
要
介
護
と
要
支
援
に
よ
っ

て
使
え
る
サ
ー
ビ
ス
が
分
か
れ
て
い
る
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

＊

今
回
の
お
話
が
介
護
保
険
を
知
る
き
っ

か
け
に
な
り
、
介
護
保
険
事
業
所
と
の
連

携
拡
大
に
つ
な
が
れ
ば
幸
い
で
す
。
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図　介護サービスの利用の手続き
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○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○介護予防サービス
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防訪問介護 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型
　居宅介護
・介護予防認知症対応型
　共同生活介護 など

○介護予防事業

○市町村の実情に応じたサービス

○居宅サービス
・訪問介護・訪問看護
・通所介護・短期入所サービスなど
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護

など

寝たきりや認知症で
介護サービスが
必要な方

要介護状態となる恐
れがあり日常生活に
支援が必要な方

要支援・要介
護になる恐れ
のある者


